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改正社会福祉法の施行に伴う政省令の公布 

及び関連通知等が発出 
 

平成 28 年 11 月 11 日、厚生労働省は、「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の公布について（通知）」を発出し、併せ

て以下の通知・事務連絡を発出しました。 

【平成 28年 11月 11日発出通知】 

・社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の公

布について 

・「社会福祉法人の認可について」の一部改正について（社会福祉法人審査基準、社会福祉法人定款例） 

・【参考１】社会福祉法人定款例（平成 28年 6月 20日付け事務連絡案からの変更点） 

・【参考２】社会福祉法人定款例（Wordファイル） 

・「社会福祉法人の認可について」の一部改正について（社会福祉法人審査要領） 

・「社会福祉事業団等の設立及び運営の基準について」の一部改正について 

・「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の一部改正につ

いて 

・「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」の一部改正に

ついて 

【平成 28年 11月 11日発出事務連絡】 

「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について（経営組織の見直しについて）」の改訂につ

いて 

「「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について」に関する FAQ」の改訂について 

社会福祉法人制度改革の施行に伴う定款変更に係る事務の取扱いについて 

社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準（案）について 

 

厚生労働省ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 生活保護・福祉一般 > 社会

福祉事業と社会福祉法人制度 > 社会福祉法人制度改革について 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html 
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平成 28 年 10 月 28 日に示された「社会福祉法人の認可について（通知）」の改正案（本

ニュース№16-36で既報）が、パブリックコメントを経て発出されたものです。 

通知と併せて発出された事務連絡では、「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項

について」等に関する FAQ」の改訂や、「社会福祉法人制度改革の施行に伴う定款変更に係

る事務の取扱い」、「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準（案）」が新たに示され

ています。 

また、発出された通知に掲載の社会福祉法人定款例については、Word 形式のデータが上

記リンク先の URLからダウンロードすることができます。 

なお、社会福祉充実計画の策定の前提となる「社会福祉充実残額の算定」については、

12 月中に厚生労働省からあらためて示される予定です。 

 

 

予告 社会福祉法人制度改革 対応チェックリスト 

及び 関係資料集 の作成と配布を予定 
 

全国保育協議会では、平成 28年 11月 11日に示された、改正社会福祉法に係る政省令等

の内容をふまえ、平成 29 年 4 月 1 日の本格施行に向けて求められる対応を、「社会福祉法

人制度改革 対応チェックリスト」（以下、チェックリスト）として整理するとともに、主

要な政省令の内容を網羅した「社会福祉法人制度改革 関係資料集」（以下、関係資料集）

を、会報「ぜんほきょう」12月号の同封付録として、社会福祉法人立の会員各位に向けて、

発送いたします。 

 

チェックリスト及び関係資料集は、全保協ホームページ「保育制度関係資料」に 12月 1

日を目途に掲載いたします。http://www.zenhokyo.gr.jp/hoikuseido/hoikusiryo.html 

 

今後の各法人での対応を進めるにあたって、ご活用ください。 

 

 

http://www.zenhokyo.gr.jp/hoikuseido/hoikusiryo.html

